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五むすびにかえて

一　はじめに

　本稿では，一七世紀初頭から一九世紀中期にいたる期間に，イギリスにお

いて成立した議会制定法のなかから1），国籍制度に関して規定しているもの

を対象とした考察をおこなう。本論考においては，相互に関連する二つの考

察がおこなわれることとなる。まず第一は，当該期間に制定された国籍制度

1）本稿においてイギリスという言葉を用いる場合，一七〇ヒ年のスコットランドとの合同にいた

　るまでの期間についてはイングランドを，それ以降については連合王国をさしている。なお，イ

　ングランド，スコットランドそしてアイルランド等，特定が必要な場合についてはそのように表

　記する。
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に関わる制定法の一覧を作成したうえで，それぞれの制定法がどのような目

的をもって制定され，何を規律事項としていたのかについて，時系列的に，

逐一検討していくことである。第二に，第一での検討から得られた成果をも

とに，当該期間におけるイギリス国籍関係制定法にみられる特徴や傾向につ

いて分析することである。

　筆者は，これまで憲法学の観点からの歴史研究として，近代イギリスにお

ける国籍法制の歴史的な展開過程に関わるいくつかの局面についての検討を

おこなってきた。本稿も同様の観点からの一連の論考の一環をなすものであ

るが，ここでいかなる観点から，そしてどのような目的のために当該考察が

おこなわれるのかについて，とりわけそれが憲法研究のなかにどのように位

置づけられるのかという点を中心として，あらかじめ必要と思われる限度で

筆者の立場を示しておきたい。

　憲法学の存立の舞台である近代国家ないし国民国家において，国民の地位

を法的に決定しているのは，各国の国籍法制である。ところで，国籍制度の

理解のしかたについて，かつて次のような指摘がなされたことがある。「国籍

（nationality，　nationalit6，　Staatsangeh6rigkeit）の正確且つ絶対的な定義を

提供することは不可能に近い。蓋し，国籍を構成する要素は実に多種多容で

あって，種族・言語・宗教の同一性，歴史的伝統・経済的利害・道徳的及び

社会的理念の共同等，総て此等は国籍観念と重大なる関連を有するものであ

るため，国籍観念の充分なる理解の為には此等に関する可なりの智識が要求

せられるからである。併し，此等各要素の正確な探究は内国実定法学の使命

ではなくして，寧ろ社会学や法哲学の任務に属する。そこで，法律上に於て

は一応形式的な理解を以て満足せねばなるまい」2）。

　ここで引用した文章は，近代国家における国民という概念および当該概念

を実定法のレベルで実現する国籍法制というものが，以下のような特質を不

2）実方正雄『国籍法〔新法学全集〕』（日本評論社，一一一A九三八年）一頁。なお，引用に際しては旧字・

　旧カナ等は改めた。
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可避的に有してきたということを物語っているように思われる。つまり，近

代国家における国籍法制には，各国におけるネーション・ビルディングに関

わるさまざまな経緯，あるいは当該国家における構成原理なり価値理念など

を含む，個別具体的かつ歴史的な存在である政治共同体としての国家の特質

というものが色濃く反映されてきたという事実をこの文章は指摘しているの

ではないだろうか。

　このように，国民という概念や国籍制度というものは，各国における近代

国家形成の展開の経緯によって刻印を押される結果として，他の概念や制度

に比して，著しく各国固有の歴史性を帯びているものと考えられる。つまり，

国民という概念あるいは国籍という制度は，憲法学で用いられるその他の諸

概念や諸制度に比して，歴史的にも社会的にも，著しく多義的かつ多様であ

り，それゆえ，当該概念および制度についての理解のためには，他の場合に

も増して，対象についての個別的かつ歴史的な考察をおこなうことが求めら

れるのではないだろうか。

　以上のような理解を踏まえつつ，先に引用した含蓄に富む既述を，筆者な

りに，憲法学の観点を踏まえつつ，読み直すことを許されるとするなら，次

のように言い換えることができよう。それは，国籍という制度について考え

る場合，とりわけそれについての形式的な理解を以っては満足できない場合

には3），極めて歴史的かつ具体的な価値あるいは理念等を共有しつつ成立し

てきた国民国家の属性というものを常に考慮しつつ，拙速に近代国家一般に

広く妥当するような国籍制度についての考察をおこなうのではなく，あるい

はもっぱら抽象的・論理的な観点からの解釈学的理解のみをもとめるのでは

なく，まずは個別の国家を対象としながら，当該制度についての具体的な内

容について考えていかなければならない4），と。

　概ね以上のような立場から，歴史的な視点にたって国籍について考えてい

3）筆者は，憲法学の立場から国籍について考える場合には，「形式的な理解を以って満足」するこ

　とは到底できないと考えている。その立場について詳しくは，参照，拙稿「憲法学における国籍

　研究の意義・試論」『早大大学院法研論集』第八〇号（一九九七年）。
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く場合に，次のようなアプローチをとることが対象の理解のためには有益で

あると思われる。すなわち，各国の国籍法制が，政治共同体としての国家に

おいていかなる位置づけを与えられ，何を課題として担っていたのか，そし

てどのような要因がその形成および展開のありようを規定してきたのかとい

うことを，個別の近代国家におけるネーション・ビルディングという歴史的

文脈に即しつつ，具体的に検証していくという作業をおこなうことである。

　本稿では，これまでの論考と同様に，概ね以上のような視座からの考察を

おこなう。具体的には，冒頭でも述べたように，イギリスにおける近代国家

形成過程のかなりの部分と重なり合うと思われる期間に制定された国籍関係

制定法の内容を提示し，そのうえで，それらにみられる特徴および当該制定

法の成立，運用，改廃といった展開の経緯が，どのような要因によって規定

されていたのかについてについて検討する。なお，本論に入る前に，次の二

点について明らかにしておかなければならないと考えられる。第一に，本稿

における考察の対象とされる期間を，あらかじめ具体的に画定したうえで，

その理由を示しておくこと。そして第二に，当該期間に制定された個別の法

律についての具体的な考察をおこなう前提として，イギリスにおける成立期

の国籍法制のありようを，必要な範囲で紹介しておくこと5）。まずは，これら

4）ここで，具体的な内容とは，第一にそもそもある個人が特定の国家に所属するということがいか

　なる実体と対応し，そのことがいかなる体裁をもって法的に表象されるのかという問題（例え

　ば，成立期イギリス国籍法についていえば，前者は国王に対する自然法に基づく賑従義務を負

　い，その反射的利益として国モの保護を受けるということが，法的にイングランドという国家に

　所属することの中身であり，それが忠誠という概念により表象され，この忠誠義務を負う者が国

　王の臣民とされた），そして第二にそのように国家に所属する結果として当該個人にその国家と

　の関係においていかなる具体的な権利・義務関係がもたらされるかという二つの問題を想定し

　ている。この二つの問題については，一般的に解答することは不可能であり，各国における個別

　R体的な事例を検討すれば，千差万別の解答が可能となると思われる。

5）イギリスにおける近代国籍法制成立の経緯については，以前別稿において検討したことがある。

　本稿での紹介は，それらの考察を必要な範囲で要約したものである。詳しくは，拙稿，「コモン・

　ローにおける国籍概念の確立（一一　（二・完）」『早大大学院法研倉集』第七二号，第七三号（一

　九九行年），および「成立期イギリス国籍法における『帰化』制度についての憲法史的考察」『早

　大大学院法研論集』第八二号（一一i九九七年），を参照されたい。
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二つの問題を，本論に先立ち論じておくこととしたい。

二　予備的考察

ニー①　本稿の射程

　本稿では，一六〇八年を始期とし，一入四三年を終期とする期間に制定さ

れた，国籍制度に関係する法律の展開について検討する。その結果として，

具体的な考察の対象としては，第一番目に取り扱う制定法が一六〇九年に制

定されたものとなり，最後に取り扱うものが一八四〇年に制定された法律と

なった。当該期間を考察の対象として画定した理由は，以下の通りである。

　まず始期についてであるが，これは次のような極めて明快な理由から画定

した。それは，イギリスにおいて国籍制度が初めて体系的に明確化される契

機となった「カルヴィン事件」6）判決が下されたのが一六〇八年であったとい

う理由からである。本事件の意義等については次節で簡単に紹介するとおり

であるが，本判決こそがイギリスにおける近代的な国籍法制の起点となって

いるのであって，それゆえに本考察に際しても，この年をそのように扱うこ

とが適切であるということである。

　次に終期として一入四三年を選んだ理由は，一八四四年に「外国人に関す

る諸法律を改正する法律」7）が制定されているという事実である。この点につ

いて敷衛すれば，ここから二つの理由を提示することができる。まず第一点

目は，技術的ないし便宜的な理由である。それは，この法律が制定されるに

際しては，それに先立って当該立法事項に関わる調査および提言等をおこな

うための委員会が設けられている。この委員会は，帰化を含む国籍制度，外

6）Cα1麗溶Case，7Coke’s　Report．1a；7English　Report．37（Exchequer－Chamber，1608）；2

　Howell’s　State　Trials．559．

7）7＆8Vict，　c．66。（1844）
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国人法制に関わる調査をおこなったうえで報告書を提出しており8），当該報

告書中では，従前の国籍法制についての実態調査および一定の評価等がなさ

れている。従って，このように当時の国籍法制について総括をおこなってい

る報告書が提出され，それを踏まえた立法がおこなわれていた時点の直前ま

でを考察の対象とすることが，考察の手順上便宜と考えられるというのが第

一の理由である。第二は，この国の国籍法制についての史的考察に関わる，

より実体的な理由である。一八四四年法においては，「帰化」制度の改革が主

たる対象とされている一方9），国籍法制に関わる重要な問題において，制度の

改革ないしは同法制定の後におこなわれる改革の発端となるようないくつか

の注目すべき動きがみられる。これらの点に着目した場合に，一八四四年法

はイギリスにおける近代国籍法制のありようが変容をみせるきっかけとなっ

ているよう筆者には見受けられる。そのような意味で，この法律の制定のう

ちに，イギリスにおける国籍法制の近代的完成の萌芽を見ることができるの

ではないかと考えられる10）。

　本稿では，以上述べた二つの理由から，考察の対象として一六〇八年を始

期とし，一八四三年を終期として画定した11）。

8）RePort　from　the　Select　Committee　on　the　Laws　Affecting　A　liens　；together卯∫魏伽ル伽鷹s

　　of　Evidence，　and　lndex（H．C．307，1843）．なお，本報告書の参照に際しては，国立国会図書館法

　　令議会資料室所属のマイクロフィルムを利用した。

9）筆者は，この間イギリス国籍法制における帰化（naturalization）および国籍付与（endeniza－

　tion），双方を包含する概念として「帰化」という用語を使用している。なお，両概念について

　　は次節で簡単な説明をおこなう。

10）なお，一八四四年外国人法および同法制定の基礎となった前記報告書については，両者の内容お

　　よび同法のイギリス国籍法史における位置づけ等について，検討をおこなうための別稿を予定

　　している。ここで一八四四年法に対して何らの論証も無しにおこなっている暫定的な評価につ

　　いても，そこで詳しく論じたいと考えている。また先に，終期の説明の第一一一Lの部分で，考察の手

　順上便宜であると述べたのも，同様の理由からである。

11）イギリスにおける法制度の歴史的展開過程について考察をおこなおうとする場合，制定法のみ

　　をその対象とすることは不十分であって，同様な観点からの判例の検証をおこなわなければな

　　らないものと考えられる。考察の対象が時期的に限定されたものであるが，そのような一つの試

　　みとして，拙稿「イギリス近代国家形成期における『帰化』制度一ラムゼイ事件を題材として一」

　　『山日経済学雑誌』第四七巻二号（一九九九年）がある。
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ニー②　成立期におけるイギリス国籍制度についての概観

　イギリスにおいて，近代的な国籍制度の内容を初めて体系的に明らかにし

たのが，一六〇八年のカルヴィン事件判決であったことは先にも述べたとお

りである。イギリスにおいては，中世以来「国に属する」という概念は，「国

王の臣民（king’s　subject）」という言葉により表されてきたようであるが，

同判決によれば，臣民であることとは，国王に対して「忠誠」の義務を負う

ことであり，「忠誠とは，臣民による君主に対する真実にして忠実な服従であ

る。この忠誠と服従は，すべての臣民が断ち切ることのできないものであり，

臣民は出生すると同時に生来の権利としてその君主に対して忠誠と服従の義

務を負う」12）ものであるという。そしてこのような忠誠義務は，出生による場

合と，出生によらない事後的な取得との二つの場合にもたらされる。前者，

すなわち出生における国籍の取得という局面については国王のliegeance（こ

の言葉には，領土および忠誠という二つの意味がある）における出生であ

り13），伝来による国籍の取得という局面については，①議会による場合，②開

封勅許状による場合，③征服による場合の三類型が存在するとされる14）。後者

については，その具体的内容についての説明が判決中には見られない。だが，

カルヴィン事件判決に裁判官として参加し，同時に当該事件の報告者でもあ

るエドワード・クックの説明によれば，①の議会制定法によるものは帰化

（naturalization）と呼ばれ，出生による臣民とまったく同一の法的地位・諸

権利を獲得するのに対して，②の国王の開封勅許状によるものは国籍付与

（denization）と呼ばれ，不動産の相続，政治的権利の享有および手続に際し

ての条件の三点について，①の帰化よりも不利な地位に置かれ，その意味で

12）77Eng．Rep．，　at．382；2State　Trials，　at．613－614，また，詳しくは，前掲註5）の拙稿「コモン・ロー

　における国籍概念の確立（一）」二〇七～二〇九頁。

13）77Eng．Rep．，　at．399；2State　Trails，　at．639－640．なお，詳しくは同上の拙稿，ニー二頁。

14）77EngRep．，　at．383－384；2State　Trials，　at．616．詳しくは，前掲註5）の拙稿，「成立期イギリス

　国籍法における『帰化』制度についての憲法史的考察」二二九～二三六頁。
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「臣民と外国人との中間的存在」にあるとされる15）。なお，③の場合について

は，同国の現実の歴史のなかで，実際にはほとんど機能する機会が無かった

という理由から，ここでは取りあげない16）。

　以上要約すれば，一六〇八年の時点におけるコモン・ローのもとで，国籍

制度は忠誠という概念に基づいて構成されていた。そして，出生による国籍

の取得については，出生地主義が採られていた。他方，伝来による国籍の取

得としては議会制定法による帰化と，国王の開封勅許状による国籍取得の二

類型が存在しており，前者が後者に比して有利な法的結果，すなわち出生に

よる臣民と同一の法的地位をもたらしていた。

　ここでは，以上のような説明を，これからおこなわれる考察に際して必要

となる前提的な知識として確認しておきたい。

15）以上については，see，　ECoke，　The　First　Part　Of　the　Jnstitzate　Of　the　Lazvs　Of　England　；or

　aCommentarノ吻oπLittleton，　ed　by　F．Hargrave＆C．Butler，（London　1817），　sectユ98－129a，

　EC・ke，　The・F・rth　Part（of　the　lnstitntes　of　Laws（of　England　；　Concerning　the　lurisdiction

　Of　Cozarts，（1817　London）Cap．1［47］．

16）詳しくは，前掲註5）の拙稿，「成立期イギリス国籍法における『帰化』制度についての憲法史的

　考察」二三四～二三六頁を参照。
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【本稿における制定法一覧の作成および参照の方法について】

　本稿において検討する国籍制度に関する制定法については，以下の書物ないしは同
所掲の制定法一覧（Table　of　Statutes）をもとに，引用されている制定法をすべてリ
ストアップした後，後掲の法令集において内容を確認し，その上で取捨選択をおこなっ
た。制定法のリストアップに利用した書物は以下の通りである。

①F。Pigott，　Nationalily　including　Natzarali2ation　and　English　Lazv　on　the域ψ

　　Seas　and　beyond　the　RealmPart．LNationality（London，1907）．
②W．A．Shaw，ed．，　Letters　Of　1）eni2ation　and、4　cts　Of　IVaturaliaation　for、A　liens　in

　　England　and　lreland，1603－1　700　；The　Pzablications　of　Horguenot　Society　Of

　　London．，　Vol．　XIIIIII（originally　printed　in　1911，　reprint　Nendeln／Lichten－

　　stein，1969）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

③W．A．Shaw，　ed．，Letters（）f　Denization　and／A　cts　Of〈Natzarali2ation　for　A　liens　zn

　　England　and　lreland／70ヱー1800　；Tze　Publications　Of　Hugzaenot　Society　Of

　　London，　Vol．XXVII（Manchester，1923）．
④JMervin　Jones，　British　1＞ntionality　Law　and　Practice（Oxford，1947）・

⑤CParry，　Nationality　and　Citi2enship　Lazvs　Of　the　Conznzonwealth　and　of　The
　　Ref）zablic　of　lreland，　Vol．1（London，1957）．

⑥J且Kettner，　The　1）evelopment　Of　American　Citi2enship　1608－1870（North

　　Carolina，1978）．
⑦ADummett＆A．Nichol，　Subjects，　Citizens，Aliens　and　Others　；〈Nationαlity

　　and　Immigration、Lazv（London，1990）．

　制定法の参照に際しては，第一次的に以下のものを利用した。
1．D．Pickering．　ed．，　The　Statutesαt　Large，ノ勿翅Magna　Charta．＿46　Vols．

　　　　　　　　　　　および，1の継続法令集である，
II．　GKRicards，ed．，　The　Statutes（）f　the　United　Kingdom　Of　Great　Britainαnd

　　Ireland；Continues，　with　volume　numbering　47－1090n　The　Statutes　at　Large

　　from　Magna　Charta＿by　D．Pickering．

さらに，併せて以下のものについても，参照した。

III．　TE．　Tomlins＆J．Raithby，　ed．，　The　statutes　at　large，　Of　England　and　of　Great

　　－B痂α碗：from　Magna　Cαrta　to　the　Union　Of　the　kingdoms　Of　Great　Britain

　　and　Irelαndユ0。Vols．

　　　　　　　　　　　および，IIIの継続法令集である，
IV．　J．Raithby，et　al．，ed．，　The　statzates　of　the　United　Kingdom　Of　Greαt　Bntain　and

　　Ireland　J　with　notes，　references，　and　an　index．26．Vols，

　その上で，本文中でも述べる通り，一部の制定法については，上記1・IIないしIII・
IV，の法令集中には表題が掲げられているのみで，条文の記載がないという事例，あ
るいは記載が不完全であるという事例が存在したので，それに際しては，

V．The　statzates　of　the　realm：　pn’nted勿command　Of　his規の6∫砂King　George

　　The　Third．11．Vols。

　V．を参照することで，当該脱漏を補った。その場合には，該当箇所の註において
その旨を明記してある。
なお，制定法の表題ないしはその記述方法（例えば表題中のイタリック，大文字・小

文字の別，等）については，1およびIIに従った。
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三　国籍関係制定法の展開

　ここでは，本稿において考察の対象とする期間に制定された法律について，

各々の法律番号，制定年，表題および表題の原文について掲げ，そのうえで

法律の内容および制定の経緯等について必要な限度での紹介をおこなう17）。

なお，以後の考察からも明らかになるとおり，スチュアートからハノウヴァ

朝への王朝の交代が，国籍関係制定法に対して少なからぬ規定要因となって

いたことに鑑み，スチュアート朝期およびハノウヴァ朝期を一応の時期区分

として採用した。

三一①　スチュアート朝期における国籍関係制定法

　［1］　7Jac．1　，　c．2．　（1609）

帰化する者，もしくは私権剥奪からの回復をする者はすべて，まず聖餐式を

受け，さらに忠誠の宣誓および国王至上の宣誓をおこなうべきことを定める

法律

An　act　that　all　such　as　are　toろe　naturaldeed，　or　res　to　red　in　blood，　shall

first　receive　the　sacrament（Of伽Lo7傭smpPer，　and　the　oath　Of　allegiance

and　the　oalh　of　suPremacy．

　本法制定の理由として，冒頭には，「異邦人を帰化させること，および被私

権剥奪者の私権を回復することは，これまで単なる恩恵と恩寵の問題である

と考えられてきたが，これらはこの王国における現在の国教以外の何ものに

よっても授けられることが適切ではない」という理由が掲げられている。

　本法においては，十八歳以上で，帰化する者，もしくは私権剥奪からの回

復をする者はすべて，当該目的のための法案が提出される一ヶ月前までに聖

17）なお，本号末尾に本稿において検討の対象とする制定法の一覧表を掲載してある。
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餐式を受けなければならず，さらに自己に関する法案が第二読会にかけられ

る以前に，議院において，国王至上および忠誠の宣誓をおこなわなければな

らない旨が規定されている。また，当該手続が，貴族院において開始される

場合には大法官もしくは国璽尚書が，庶民院において開始される場合には議

長が，各々議会の会期中にこれをおこなう権限を有するものとされている。

　帰化に際してこのような要件が課されたことの実際上の効果については，

「この方針の目的は，カソリックを排除することにあったが，現実にはユダ

ヤ教の信者およびその他の非キリスト教徒に対する差別待遇にもなっ

た」18），との評価がなされている。

［2］　15　Car．II，c．15．　（1663）

亜麻布およびタペストリー製造を奨励するための法律

An　act　for　encouraging　the　manufactures　Of　making　linen　clo　th　and

tmpistry．

　本法の制定理由として冒頭に掲げられているのは，以下のような事実であ

る。すなわち，「莫大な量の亜麻布（Linen　Cloth）および，その他アサ（Hemp）

や亜麻（Flax），つづれ織り（Tapistry－Hangings）製品が日々，外国の各地

からこの王国に輸入されており，そこから多大な損失と経済的疲弊が生じ，

それによりこの王国の富と当座の貯蓄は，日々多いに枯渇し減少しており，

またそれにより貧民が失業しているが，一方でこの地ではそのような織物の

原料は豊富であるとともに，それら輸入織物の産地よりも良質で安価であ

る」。それゆえ，これら織物業の振興が国にとっての重大な経済的利益となる

というのが本法制定の要因であり，直接的には当該産業の振興が本法制定の

目的である。

18）J．H．K。tt。。，，　Th、・Devel・卿磁囲謝…α’♂…卿1608－187α（N・・th　C・1・li…1978）

　P．67．
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　本法は，このような立法目的を達成するため，国籍に関して以下のような

規定を設けている。すなわち，三年間の間，実際にかつ善意で，これらの織

物業の貿易および製造を開始し従事した外国人については，その後当該外国

人の居住地に近隣する二名の治安判事の面前において，忠誠および国王至上

の宣誓をおこなうことで，王国の出生による臣民が有するあらゆる権利の享

受が認められる旨が規定されている。

［3］　29　Car．II，c．6．　（1676）

先の騒乱の期間中，外国において出生した陛下のイングランド臣民の子を，

帰化させるための法律

An　act　for　the　naturalizing　of　children　of　his　Majesty’s　English　subjects，

born　in　foreign　countries　during　the　late　troubles19）．

　本法の冒頭においては，内乱および共和政の期間に，多くの人々が国外に

居住することを余儀なくされたこと，そしてそれらの出来事を証明すること

が困難となったこと等がその制定の背景として述べられている。そこで本法

は，特定の諸個人の氏名を掲げるとともに，一六四一年六月十四日から一六

六〇年一年三月二十四日の期間に，国王の領土外で出生した者で，その父親

および母親が出生による臣民である者については，七年の期間内に，サクラ

メントの受領，忠誠および国王至上の宣誓等の手続を経ることを条件として

課したうえで，帰化を認めることを規定している。

［4］9＆10Will．III，c．20．（1698）

将校，兵士およびその他の者で，本王国の出生による臣民である者の子で，

19）本法の内容については，Pickering’s　Statutes　at　Large，　VoL8，p．412．における記載は省略により

　不完全であり，Tomlins＆Raithby’s　Stalutes　at　Large，　Vol．3．p．221．には表題が置かれている

　のみであったため，The　statutes　Of　the　realm　：Printed　by　command　of　his規碗吻King

　George　The　Third．　Vol．5．p．847．を参照した。
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戦争中に国外において出生し，その両親が本政府の公務に服していた者を帰

化させる法律2°）

An　act　to　naturalize　the　children　of　such　officers　and　soldiers，　and　others

the　natural　born　subjects　of　this　realm，　who　have　been　born　abroad　during

the　war，　the　parents　of　such　children　having　been　in　the　service　of　this

government．

　本法については，その内容が前記の29Car．II，c．6．〔前出［3］〕に極めて

類似するものであるとの指摘がある21）。すなわち，フランスとの戦争のため

に，数多くの臣民が国王に帯同し，国外において子を設けたことが本法制定

の理由となっている。本法は，条文中に名前を挙げられている諸個人，およ

び一六八八年二月十三日ないし当該対仏戦争の開始から，一六九八年二月二

十五日の期間に，出生による臣民である父親および母親で，実際に国王もし

くは女王のもとに服務していた者を両親として，国外において出生した者を

帰化させるための法律である。なお，当該帰化のためには，十四歳となって

から五年の期間内に，サクラメントおよび宣誓等の手続をおこなうべきこと

が規定されている。

［5］11＆12Will．III，c．6．（1700）

陛下の出生による臣民について，その父もしくは母が外国人であることに関

わりなく，直系でも傍系でも，その被相続人の遺産を，相続することを可能

とする法律

20）本法の内容については，Pickering’s　StatUtes　at　Large，　VoL10．p．142．およびTomlins＆Raith－

　by’s　Statutes　at　Large，　Vol．3．p．479．いずれにもそれぞれ表題が置かれているのみで，条文の記

　載が無いため，The　statthtes　of　the　realm：　Printed　by　command　Of　his　mOjesty　King・George

　The　Third．Vol．7．pp．380－381．を参照した。

21）W．Shaw，（ed），　Letters　of　1）enization　and／Acts　Of　Naturalization　fbr　A　liens　in　Englαnd　and

　Ireland　ヱ603－1　700∫Pzablications　Of　Huguenot　Society　Of　London，　Vo　1．　X　UIV，（originally

　printed　in　1911，　reprint，　Nendeln／Liechitenstein）p．x．
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・4n　Act’O　enable　his忽砺6吻苫natural一ろorn　subiects　to　inherit　the　estate

乙ゾ伽〃ances・to・rs，　either　lineal　O7　co　llateral，　notwithstanding　their　father

or〃zother　were　aliens．

　本法は，「国王の領土内で出生した多くの人びとが，その父親もしくは母親，

あるいはその他の被相続人（当該人物により相続人がその無遺言相続をなす

べき者）が外国人であったこと，また国王の領土内で出生しなかったことを

理由として，その被相続人から無遺言相続によって，法定相続をしてその権

原を得ることができない」でいることに鑑み，そのような事態を救済するこ

とを目的として制定されたものである。従って，本法の制定以後にあっては，

父親および母親，父親もしくは母親，あるいはその他の被相続人が外国人で

あっても，直系であっても傍系あっても，国王の臣民は法定相続人として，

その遺産を相続することができる旨が規定されている。

［6］12＆13Will．III，c．2．（1700）

王位をさらに限定し，臣民の権利と自由をよりよく保障するための法律

・4n　act　for　the　further　limitation　of　the　crown，　and　better　securing　the

rights　and　liberties　Of　the　szaろブect．

　本法は，一般に王位継承法として広く知られているものである。本法につ

いては，「王位継承に関する権利章典の規定を補充することを主たる目的とし

て制定されたものであるが，それと並んで，その〔三〕にいくつかの憲法上

の規定……をもっており，その点でも，権利章典を補充している」22）との指摘

があるが，憲法上の規定を持っている当該部分は，国籍に関する規定も含ん

でいる。そこでは，国籍制度に関わるものとして，以下のような規定を設け

ている。「前記の〔王位継承法の〕限定がその効力を生じた後は，イングラン

22）高木・末延・宮沢編『人権宣言集』（岩波文庫，一九五七年〉九〇～九一頁。
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ド，スコットランド，アイルランドの諸王国，またはそれに属する諸属領以

外で出生した者は，（たとえ帰化し，または国籍付与をうけていても）枢密顧

問官，両院議員，または文官たると武官たるとを問わず責任ある官職もしく

は地位につき得ず，また，彼自身または彼の受託者が，国王から土地，保有

産，相続産の権利賦与を受けることはできない。ただし，イギリス人を両親

として出生した者は，このかぎりではない」23）。

　本法制定以前のイギリス国籍法制のもとでは，外国人は帰化（naturaliza－

tion）をおこなうことにより，出生による臣民と全く同様の権利の享有が可能

であるという点が一つの重要な原則となっていた24）。このような原則を修正

して，本法がこのような規定を設けるにいたったのは，恐らく以下のような

理由からであろう。すなわち，名誉革命によって一国の君主を外国から招聰

するという特殊な歴史的文脈のなかで，その君主に従ってイギリスに到来す

る外国人が，国王の影響のもとで国政において中枢的役割を果たしたり，あ

るいは国王からの財産の付与によって過度の財貨を蓄積することなどへの危

惧から当該規定が定められたものと思われる25）。

　ともかく，帰化による臣民に対して既述のように権利の享有を制限する本

法の制定は，イギリス国籍法史における一つの重大な転機であったというこ

とができる26）。

23）当該箇所の訳出については，同上所収の「王位継承法」田中英夫訳に従った。

24）この点については，前掲註5）の拙稿，「成立期イギリス国籍法における『帰化』制度についての

　憲法史的考察」『早大大学院法研論集』第八十二号（一九九七年）二三二～二三四頁参照。

25）J．Mervin　Jones，　British　IVationality　and　Practice（1947，0xford）p．77．は，この条項の目的は，

　　「この国の政府や立法府において外国人である有力者たちが優勢となることを阻止することで

　　あった」と指摘している。また，同様の見解を示しているものとして，see　C．Parry，1＞tZtionality

　　and　Citizenship　Laws　of　The　Commonwealth　and　Of　The　RePublic（ゾIreland（London，

　　1957）pp．58－59．

26）なお，念のために付言すれば，このような歴史的実例は，出生によらない国籍の取得は出生によ

　　るそれに比べて，国民の法的地位として劣後するものであるということを一般的に示すもので

　　は決してない。この実例は，本文中にも述べたような極めて特殊な歴史的文脈のなかで，非常に

　　具体的な目的のためにアド・ホックに導入されたものに過ぎないからである。
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［7］3＆4Anne，c．7．（1704）

近時スコットランド国会において制定されたいくつかの制定法によって生じ

得る明白な危険から，イングランド王国を効果的に防御するための法律

、4n　act　for　the　effectzaal　securing　the　kingdom　of　England　from　the

aPParent　dangers　that　mのy　arise　from　several　acts　lately　Passed　in　the

1）arliament　of　Scotland．

　本法冒頭では，「イングランドおよびスコットランド両王国の問のより緊密

でより完全な合同がなされなかったならばこの二つの王国にただちに生じる

であろういくつかの不都合を防止する」ことが制定の目的であると述べられ

ている。ただし，本法制定のより本質的な目的は，両王国の合同にあること

はいうまでもない。

　この点に関わる歴史的背景について，最低限度必要な説明をおこなうとす

れば以下の通りである。アン女王が子を設けないままに死去した場合のイン

グランド王位の継承については，王位継承法〔前出［6］〕の制定によって解

決された。一方，スコットランドの王位の継承については，当該事項につい

て規定する制定法を，スコットランド国会は未だ制定していなかった。した

がって，スコットランド国会の出方次第では，イングランドの王位とスコッ

トランドの王位とに，それぞれ別々の人物が就くことともなりかねない状況

にあり，その場合には，結果として同君連合に終止符が打たれるという可能

性さえ生じた。このような状況のもとで，イングランドとスコットランドの

法的な関係をどのような形で解決するかという問題について両国の国会の問

で熾烈な「闘争」がおこなわれることとなった27）。本法は，そのような事態に

対するイングランド国会の対応の一つとして制定されたものであり，そのな

27）A．V．Dicey＆R．S．Rait，　Thoblghts　on　The　Union　Between　England（昼Scotland（London，1920）

　p，160ff．は，この間の経緯を「スコットランド議会とイングランド議会の間の闘争（war）」との

　タイトルのもとで検討している。
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かで国籍制度に関わる事項を取り上げている28）。

　冒頭で述べられた目的を達成するための手段の一つとして，本法は以下の

ように規定をしている。それによれば，一七〇五年一二月二十五日を始期と

し，アン女王が子を設けないままに死去した場合に，王位継承法においてイ

ングランド王位の継承を定められた者〔すなわちハノーヴァー選帝候ソフィ

ァないしその自然血族たる直系卑属〕に対してスコットランド王位（Crown

of　Scotland）を継承させる法律をスコットランド国会が制定する時を終期と

して，すべての出生によるスコットランド人は，ごく限られた例外を除いて，

イングランド女王の忠誠の外において出生した外国人として取扱われる29）。

なお，本法のうち国籍に関して規定された部分は，翌年の法律によって直ち

に廃止されている30）。

　このような，イングランドおよびスコットランド両王国の合同をめぐる政

治的な「闘争」のなかで，国籍制度がそのための駆け引きの材料として利用

されているという事実は，カルヴィン事件が，チューダー朝の断絶にともなっ

て生じたスコットランド国王ジェームズのイングランド王位の継承による同

君連合をきっかけとし，両王国の法的関係をめぐる国王とイングランド国会

の政治的な駆引きの中でおこなわれた仮装訴訟であったという経緯を想起さ

せる31）。そして，この点を併せ考えるとイングランドとスコットランドとの関

係という文脈のもとでのイギリスにおけるネーション・ビルディングが，同

国の国籍法制の形成に少なからぬ役割を果たしていたという評価もできるよ

うに思われる。

28）同法については，ibid．，　pp．171－173．が比較的詳細に検討している。

29）本法の内容についての説明に際しては，ibid．，　pp．170－171．を参考にした。

30）4＆5Anne，c．3．

31）カルヴィン事件の史的背景については，前掲註5）の拙稿，「コモン・ローにおける国籍概念の確

　立（一）」二〇四～二〇六頁を参照。
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［8－1］4Anne，c．1．（1705）

ハノウヴァ選帝侯兼公爵未亡人である至尊なるソフィア王女殿下およびその

自然血族たる直系卑属を帰化させるための法律案を今会期の国会に提出する

ための法律

An　act　for　exhibiting　a　bill　in　this　Present　Parliαment　for　natzaralizing　the

most　excellent　Princess　Sophia，　electress　and　dutchess　dowager　of

Hanover，　and　the　issue　Of　her　body．

　本法は，その表題が示すとおり，ハノウヴァ選帝侯兼公爵未亡人ソフィァ

およびその自然血族たる直系卑属についての帰化手続に関わる法律である。

本法によれば，当該帰化の対象となる者たちが，国外に在り，7Jac．1，c．2．

〔前出［1］〕が定める帰化のための手続をおこなうことができないため，

当該手続を経ることなしに，帰化法案を今会期の国会に提出する旨を規定し

ている。

　なお，本法律は，次の法律〔後出［8－2］〕とセットで，標記の者につい

ての帰化をおこなうものである。ここでは，標記の者については，帰化をお

こなうに際して一般的に課せられている要件を満たすことができないことに

鑑み，それにも関わらず帰化を可能とするように，まず当該要件を免除する

ための法律，すなわち本法律が制定され，その後に帰化法案〔後出［8－2］〕

が提出されるという方法がとられているわけである。なお，これと類似の方

法は，後に述べるように，王位継承法〔前出［6］〕において出生によらない

臣民に対して一般的に課されていた一定の権利享有の制限，およびそれを確

認するために制定された1Geo．1．Stat．2，c．4．〔後出［13］〕による制限を，

特定の王室関係者が帰化をおこなう場合に回避する目的でも利用されること

となった。

［8－2］4Anne，c．4．（1705）

ハノウヴァ選帝侯兼公爵未亡人である至尊なるソフィア王女殿下およびその



イギリス近代国家形成過程における国籍法制の展開（一）（1739）－223一

自然血族たる直系卑属を帰化させるための法律

．4n　act　for　the　naturalization　Of　the　most　excellent　Princess　Sophia，

electress　and　dutchess　dowager　Of　Hanover，　and　the　lssue　of　her　body．

　先に検討した王位継承法〔前出［6］〕が制定された目的の一つは，「ジェ

イムズー世の孫娘になる・ハノウヴァ選帝侯兼侯爵の未亡人の・ソフィアの

子孫に王位を伝えることにして，王位が新教徒の手に留まるようにした」32）こ

とであった。本帰化法の対象者であるソフィアとは，そこにおいて将来の国

王候補として指名された人物であり，後の国王ジョージー世の母親である33）。

本法は，アン女王の「存命中に，かれら〔ソフィアおよびその自然血族たる

直系卑属〕が帰化し，イングランドの出生による臣民と思惟され，解され，

評価されることは正しくかつ極めて理に適ったことである」ということをそ

の制定の理由として冒頭に掲げている。

　本法により，ソフィアおよびその自然血族たる直系卑属は，「あらゆる意図

およびどのような目的についても，本王国の出生による臣民と思惟され，解

され，評価される」。ただし，本法によって帰化する者が，旧教徒となった場

合には，出生による臣民に対して認められたすべての権利や利益の享有が否

定され，外国人と見なされ，取扱われる旨が併せて規定されている。

　このように，ここでの二つの法律は，王位の継承者が予定されている者に

ついて帰化をおこなうために制定されたものである。つまりこれらは，イギ

リス国籍法においては，一般王族に限らず王位継承が予定される者であった

としても，帰化をおこなわなければならないと考えられていたという事実を

示すものである。

32）高木他編，前掲註22），九〇頁。

33）この点について，本法の冒頭でも当該経緯についての簡単な指摘がなされている。
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［9］6Anne，c．37．（1707）

アメリカへの貿易を奨励するための法律

An　act　for　the　encouragement　Of　the　trαde　to　America．

　本法が制定の目的として掲げているのは，グレートブリテンとアメリカの

数カ所の地との間の貿易の奨励，陛下の船舶および私戦艦（private　ship　of

war）の促進，アメリカにおける陛下の敵の富および力の削減，およびこれら

の目的のための船舶および船員の増加等である。

　この目的に関連して，本法第二十条は，外国人である海員および船員がグ

レートブリテン工国に所属する諸船舶へと乗務することを奨励するため，一

七〇八年四月二十五日以降に，陛下の戦艦ないし陛下の臣民の所有する私略

船，商船もしくは貿易船等に，二年間，誠実に乗り組んだ外国人海員および

船員については，諸権利の享有等を含めて，あらゆる目的についてグレート

ブリテンの出生による臣民とみなされうる旨を規定している。

［10］7Anne，c．5．（1708）

外国人である新教徒を帰化させるための法律

An　act，for　naturald2ing　foreign　Protestants．

　本法は，その制定の目的に関連して以下のような記述を前文中に置いてい

る。「人口の増加は，国富および国力を増進する手段であるがゆえに，また本

王国の幸福な統治の機構への正当な尊敬から，新教徒もしくは宗教改革派の

外国人が，本王国の出生による臣民が享受する利益や権利の共有者になるこ

とができるのであれば，彼ら自身およびその財産とともに本王国への移住を

望むものと思われるがゆえに，本法を制定する」。

　立法目的に関しては，ここで述べられている一般的な制定理由の背後に，

「無論その目的は，ユグノー難民の流入に対して寛大な規定を設けることで

あった」という真の目的が存在していたとの指摘もある34）。
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　本法は，以下のように規定することにより，帰化に際しての手続を，従来

のそれに比して簡便化している。すなわち，帰化の申請者は，所定の公開の

法廷において忠誠および国干至上の宣誓をおこない，署名をし，カソリック

の教義である全質変化を否認するとともに，それに先立つ三ヶ月のうちに王

国内のプロテスタントもしくは宗教改革派のサクラメントを受けたことを証

明しなければならない。これら申請者の名前は法廷記録に登録され，爾後出

生による臣民とみなされるものとされる。またそのための費用は一シリング

とされている35）。

　さらに，本法第三条は，「女王陛下，その法定相続人および後継者のLigean－

ceの外において出生したすべての出生による臣民の子は，すべての目的，解

釈，およびいかなる効果においても，本王国の出生による臣民と思惟され，

判断され，解されるものとする」との規定が置かれている。この部分に関し

ては，その解釈をめぐる疑義について，後に4Geo。II，c．21．〔後出［15］〕に

よる説明がなされることとなる。また，本法は10Anne，c．5．〔後出［12］〕に

より廃止されることとなるが，この部分の規定については廃止の対象とされ

なかったことは，後述の通りである。

　最後に，アイルランドにおいても同様の手続を踏むことにより，同国にお

ける臣民となることが可能であることが規定されている。

［11］9Anne，c．21．（1710）

欠損金を補い，国債を弁済するため，および南海への貿易を経営する会社を創

設するため，および漁業を振興するため，およびスペイン臣民との間の未加

工鉄の取引の自由のため，そして船員の登録のための諸法律を廃止する法律

、4n　act　for　maleing　good　deficiencies，　and　satisfying’the　Public　debts∫and

／cor　erecting　a　60彫）ora　tion，　to　car勿y　on　a　trade　to　the　South　Seas∫and　for

34）W．Shaw，　oφ．砿n．21），p．xi．

35）以上の説明についてはJ．H．Kettner，　op．　cit．，n．18），p．70を一部参考にした。
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伽encouragementげthe　fishery／and　for　1伽勿to　trade　in襯解0㎎玩

〃on　with伽s％魏6孟s（ゾSpainダα忽’o吻θα1伽α6♂sカ7名卿s’珈9（ゾ

seamen．

　本法の第五十三条は，本法の規定の対象となる貿易に関係する船舶等，も

しくは本法の規定の対象となる会社等によって発見された，もしくはその所

有に係る土地や城砦，町等において出生した者は，陛下，その法定相続人お

よび継承者の忠誠の内に出生したものとされ，それゆえ出生による臣民とし

て取扱われる旨の規定を設けている。

［12］10Anne，c．5．（1711）

外国人である新教徒を帰化させるための法律との表題を付された，女王治世

第七年の法律を（女王陛下の出生による臣民の子で，女王陛下の忠誠の外に

おいて出生した者に関する部分を除いて）廃止する法律

Anαct　to　rePeal　the　act　of　the　seventh　year　of　her　M砂6吻否reign，

in　titu　led，　An　act　for　naturalizing　foreign　protestants（exceP　t　what　relates

to　the　children　of　her掘砂6S砂苫na　tza　ra　1－　bo　rn　subjecls　born　out　Of　her

M砂6吻苫allegiance．？

　本法は，その表題が示すとおり，「外国人である新教徒を帰化させるための

法律」〔前出［10］〕を，領土外において出生した出生による臣民の子に臣民

の地位を認める規定を除いて，廃止するための法律である。前文中には，本

法制定の理由として，前記法律により，様々な害悪や不都合が惹起したこと，

具体的には，同法に対する出生による臣民の反対，同法の制定による貿易お

よび国富の損失などが挙げられている36）。本法の制定により，当該法律は領土

外において出生した出生による臣民の子に係る規定を除いてすべて廃止され

36）なお，Ibid．，pp．71－72，は，ドイツからの戦争難民の流入をより直接的な原因として指摘している。
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る。但し，前記法に従ってなされた，一七一一年二月四日以前の帰化につい

ては有効であるとされている。
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【別表】本稿において考察の対象とされる制定法の一覧表

以下の一見表においては，本文中での考察に対応して，通し番号，法律の制定年，法律番号，表題，そして

参照した法令集の所収箇所が記されている。なお，参照した法令集については，上段に

　　1．D．Pickering，　ed，　The　Statutesαt　Large．　from〃㎏％αCharta．＿46　Vols．

および，Lの継続法令集である，

　　II．　G．K．Ricards，ed，7V乃e　Sta　tza　tes　of　the　United　Kingdom　of　Great　Bガ翅ηand　Ireland；Continues，

　　　　with　volume　numbering　47－1090n　The　Statutes　at　Large　from　Magna　Charta＿by　D．Pickering．

における所収巻数および頁数を記した。また，下段に，

　　III．　TE．　Tomlins＆J．Raithby，　ed．，　The　statutes　at　large，　of　England　and｛ヅGreat－Britain　：ノ’rom

　　　　Magna　Carta　to　the　Unionげthe　kingdoms（）f　Great　Britain　and　Ireland．10．Vols．

および，III．の継続法令集である，

　　IV．　J．Raithby，et　aL，ed．，　The　stcztutes（）f　the　United　Kingdom　of　Great　Britain　and、rreland，with

　　　　notes，　references．　and　an　index．26．Vols．

における所収巻数および頁数が記されている。なお，1．およびII．については，通例に従い一括してPickering

と略記し，IILについては，　Tomlinsと，そして，　IV．については，　Raithbyとそれぞれ略記した。なお，1・

IIとIII・IVについて，1己載事項の食違いが存在したので，その易合には1・IIの記載を優先し，（）書きで

III・IVの能載事項を記しておいた。

通し番号 制定年 法律番号 表題 参照法令集

帰化する者，もしくは私権剥奪からの Pickering．VoL7．

回復をする者はすべて，まず聖餐式を p．218．

［1］ 1609 7Jac．1，c．2． 受け，さらに忠誠の亘誓および国王至
一鴨1一昌一一P，一一＿一一＿＿－

Tomlins．VoL2．

上の三誓をおこなうべきことを定める pp．681－682．

法律

Picke血g．VoL8．

［2］ 1663 15Car．II，c．15．
亜麻布およびタペストリー製造を奨励 pp．177－178．一一一用罷旧曽一一一一一一一一一一

するための法律 Tomlins．VoL3．

pp．106－107．

［3］ 1676 29Car．II，c．6．

先の騒乱の期間中，外国において出生

した陛下のイングランド臣民の子を，

Pickerin魯VoL8．

p．412．

一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　早　　一　　一　　一　　噂

帰化させるための法律 Tomlins，Vol．3．

p221．

将校，兵士およびその他の者で，本王 Pickering．VoL10．

国の出生による臣民である者の子で， Pユ42．

［4］ 1698 9＆10Will．III，c，20． 戦争中に国外において出生し，その両 一一一一一一門愉曽一一騨彌胴一幽一

親が本政府の公務に服していた者を帰

化させる法律

Tomlins．VoL3．
P．479．

陛下の出生による臣民について，その Pickering．Vol、10．

父もしくは母が外国人であることに関
P．319．，一”曽一一一騨暫一一畠一＿一一一

［5］ 1700 11＆12WillJILc．6． わりなく，直系でも傍系でも，その被 Tomlins．Vol3．

相続人の遺産を，相続することを可能 p．557．

とする法律
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［6］ 1700 12＆13WilLIILc．2．
王位をさらに限定し，臣民の権利と自

由をよりよく保障するための法律

Pickering．Vol．10，

PP．357－360．

一＿＿｝剛一一｝一一一一一一一一一

Tomlins．VoL3．
PP．574－576．

［7］ 1704 3＆4Anne，c．7．

近時スコットランド国会において制定

されたいくつかの制定法によって生じ

得る明白な危険から，イングランド王

国を効果的に防御するための法律

Pickering，Vo1ユ1．

PP98－102．

一一麿剛一一一一一一一一一一一一一

Tomlins．VoL3．
PP．672－673．

［8－1］ 1705 　4Anne，c、1．
（4＆5Anne，c．1．）

ハノウヴァ選帝侯兼公爵未亡人である

至尊なるソフィア王女殿下およびその

自然血族たる直系卑属を帰化させるた

めの法律案を今会期の国会に提出する

ための法律

Pickering．Vol．11．

p．117．

甲一一一曽闇，一一一一一一一一一一

Tomlins．VoL3．
p，682．

［8－2］ 1705 　4A皿e，c，4．
（4＆5Anne，c．4．）

ハノウヴァ選帝侯兼公爵未亡人である

至尊なるソフィア王女殿下およびその

自然血族たる直系卑属を帰化させるた

めの法律

Pickering．Volユ1．

PP．120421．

雫｝辱一一一曽早辱一一一一一一一一

Tomlins．Vol3．
p．683．

［9］ 1707 6Anne，c．37．
アメリカへの貿易を奨励するための法

律

Pickering．Vol．11．

PP．433－443．

一一一謄一F－一一一一一一　一一一

Tomlins，Vol．3．
PP．799－803．

［10］ 1708 7Anne，c．5．
外国人である新教徒を帰化させるため

の法律

Pickering．Vo1．ll．

PP．444－445．

一一＿＿＿＿＿＿揃一一一一一一一門

Tomlins．Vol．4．
P．2．

［11］ 1710 9Anne，c．21．

欠損金を補い，国債を弁済するため，お

よび南海への貿易を経営する会社を創

設するため，および漁業を振興するた

め，およびスペイン臣民との間の未加

工鉄の取引の自由のため，そして船員

の登録のための諸法律を廃止する法律

Pickering．Vol．12，

PP．192－229．

一＿一＿＿一＿曹R，一一一一闇一一

Tomlins．Vol．4．
pp．102－117．

外国人である新教徒を帰化させるため

の法律との表題を付された，女王治世

第七年の法律を（女王陛下の出生によ

る臣民の子で，女王陛下の忠誠の外に

おいて出生した者に関する部分を除い

て）廃止する法律

Pickering．VoL12．

p．282．

［12］ 1711 10Anne，c．5． 圓一一F－一謄酌｝一一一一一一一一

Tomlins．Vol．4．
P．139．

［13］ 1714 1Geo－1，Stat．2，c．4．

王位をさらに限定し，臣民の権利と自

由をよりよく保障するための法律との

表題を付された，ウィリアム三世治世

第十二年に制定された法律について説

明するための法律

Pickering．Vol．13，

PP．14H42．

P－一一一一一一一一一一卍一一一■

Tomlins．VoL4．
PP．258－259．



一
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［14］ 1718 5Geo．1，c，27．

グレートブリテンにおける製造業の技

術者を唆して外国へ連れ出すことから

生じる不都合を予防する法律

Pickering．Vol．14．

pp．116418．「　　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　r　　－　　＿　　一　　一

Tolnlins．VoL4．

pp．444－445．

［15］ 1731 4Geo．II，c．21．

故アン女王陛下治世第七年に制定され

た，外国人である新教徒を帰化させる

ための法律中の，イングランドもしく

はグレートブリテン国王の出生による

臣民の子に関する一条項について説明

するための法律

Pickering．Vo1．16，

pp．243－245．

一　　騨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　旧　　一

Tomlins．VoL5．

pp113－114．

「16－1］ 1734 7Geo．II，c．3．

オレンジ公殿下を帰化させるための法

律案を今会期の国会に提出するための

法律

Pickering．Vol．16，

p．441．

一一一一一一h－－r檜一一一一一一

TomlinsVol．5．
p．177．

［16－2］ 工734 7Geo．II，　c．4．

至尊なるオレンジおよびナサウ公，

ウィリアム・チャールズ・ヘンリー・

ブリソ殿下を帰化させるための法律

Pickering．Vol，16，

pp，441－442．

一一一一一一罰一一一一一一一一一一

TQmlins．VoL5．

pp．177－178．

L17－1］ 1736 9GeoJI，c．24．

皇太子妃殿下を帰化させるための法律

案を，今会期の国会に提出するための

法律

Pickering．Volユ7，

pp，31－32．

一　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　r

Tomlins．Vol．5，

p．223．

［17－2］ 1736 9Geo．II，c．28． 皇太子妃殿下を帰化させるための法律

Pickering．VoL17．
pp．42－43．，　　旧　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　隔　　一

Tomlins．Vol．5．

p．226．

［18］ 1740 13GeoJI，c．3．

陛下の戦艦に服務し，商船，他の貿易

船および私略船に乗船する海員および

船員をよりよく補充するための法律

Pickering．Volユ7，

pp．358－360．一一一一一一一一闇一一一所＿＿＿－

Tomlins．VoL5．

pp．334－335．

［19］ 1740 13Geo．II，c．7．

外国人である新教徒およびその他条文

中で述べられた者で，何処であれアメ

リカにおける陛下の植民地に移住し，

もしくは移住しようとする者を帰化さ

せるための法律

Pickering．Volユ7．

pp．370－373．

　一　　国　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　噌　　一　　一　　一　　臼　　＿　　－

Tomlins．Vol．5．

pp．340－341．

Pickering．VoL19．

pp．143－146．

胴　　曽　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　噛　　一　　一　　一　　坤　　瞬　　一

［20］ 1747 20Geo．II，c．44．

外国人である新教徒およびその他条文

中で述べられた者で，何処であれアメ

リカにおける陛下の植民地に移住し，

もしくは移住しようとする者を帰化さ

せるための法律との表題を付された，

現国王陛下治世第十三年に制定された

法律中の諸条項を，良心上の理由から

宣誓をためらうその他の外国人新教徒

にまで拡大する法律

Tomlins．Vol．5．

pp．58｝583．
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［21］ 1749 22Geo．II，c．45．

捕鯨のさらなる奨励，拡大，およびそ

れに関して条文中で言及された諸法の

継続のため，そして当該漁業のために

蟻装される船舶に，条文中で言及され

た期間乗り組もうとする外国人新教徒

を帰化させるための法律

PickeringVo1．19．

PP．365－370．

一　唱　　臼　　F　　一　　翻　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　　－

Tomlins．Vol．5．

p．651．

［22］ 1752 25Geo．II，c．39．

陛下の出生による臣民について，その

父もしくは母が外国人であっても，直

系でも傍系でも，その被相続人の遺産

を，相続することを可能とする法律と

の表題を付された，故ウィリァム三世

陛下治世第十一および十二年に制定，

可決された法律に関して生じうる疑い

を取り除くための法律

Pickering．Vol．20。

pp．383－384．

F　　－　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　F　　－　　一　　一　　圏　　一　　一

Tomlins．Vol．6．

PP．71－72．

［23］ 1753 26GeoJI，c．26．

ユダヤ教を信仰する者が議会によって

帰化することを認めるとともに，条文

中で述べられたその他の目的について

規定するための法律

Pickering．Vo1．21．

P．97．一　＿　　曽　　F　　－　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　P

Tomlins．Vol．6．

PP．113－114．

［24］ ／754 27GeoJI，c．1．

ユダヤ教を信仰する者が議会によって

帰化することを認めるとともに，条文

中で述べられたその他の目的について

規定するための法律との表題を付され

た，陛下治世第二十六年の法律を廃止

する法律

Pickering．VoL21．

P．158－159．

一一一一＿＿曽一F一一魍一一一一一

Tomlins．Vol，6．

p．132．

［25］ ／756 29Geo．II，c．5．

外国において将校もしくは工兵として

服務したことのある一定の数の外国人

である新教徒に対して，アメリカにお

いてのみ，一定の制限と条件のもとで，

将校もしくは工兵として行動し，位す

るための任命書を陛下が賦与すること

を可能とする法律

Pickering．Vol．21，

pp．330－331．

．一一一＿一＿ρ一一一一胴一一一一

Tomlins．VoL6．

PP．167－168。

［26コ 1761． 2Geo．III，c．25．

条文中で述べられた期間，陛下の王立

アメリカ連隊の将校もしくは兵士とし

て，またはアメリカにおいて工兵とし

て服務した，もしくは服務しようとす

る外国人である新教徒を帰化させるた

めの法律

Pickering．VoL25．

PP．162－163．

．一一一一一一一＿桝一一一胴一一一

Tomlins．VoL6．

PP．485－486．

［27－1］
1764

（1763）
4GeoJII，c．4．

ブラウンシュワイク・リューネブルク

公殿下を帰化させるための法律案を今

会期の国会に提出するための法律

Pickering．Vo1，26，

PP．9－10．一＿＿一一門一一一曽一一一一一一一

Tomlins．Vol．6．

PP．538－539．

［27－2］
1764

（1763）
4Geo．III，c．5．

ブラウンシュワイク・リューネブルク

公チャールズ・ウィリアム・フェルディ

ナンド殿下を帰化させるための法律

Pickering．Vol．26．

P．10．一＿＿一一一一rF一一一一一一一一

Tomlins．VoL6．
P．539．



一
232－（1748） 第47巻第6号

故アン女王陛下治世第七年に制定され

た，外国人である新教徒を帰化させる

Pickeril19．VoL30，

pp．28－29．

ための法律中の，イングランドもしく

はグレートブリテン国王の出生による
［28］ 1773 13Geo．III，c．21． 臣民の子に関する一条項について説明

するための法律との表題を付された，

幽　一　　■　　一　　一　　一　　一　　”　　一　　一　　P　　＿　　一　　一　　＿　　一　　一

Tomlins．VoL7．
p．217－218．

故ジョージニ世匡iヨ三陛下治世第四脅三に

制定された法律中の者規定を当該子の

子にまで拡大する法律

第一に，外国人である新教徒およびそ
Pickering．VoL30．

の他の者で，何処であれアメリカにお
pp．30－31．

ける陛ドの植民地に移住し，もしくは

移住しようとする者を帰化させるため

の，故国王陛一ド治世第十三年の法律，

そして第二に，陛下の王立アメリカ連
［29］ 1773 13Ge。．III，c．25． 隊において将校もしくは兵士として， 一　凹　一　一　用　一　圃　一　一　一　一　一　一　桶　＿　＿　｝

Tomlills．VoL7．
またはアメリカにおいて工兵として服 P．218．

務した，もしくは服務しようとする外

国人である新教徒を帰化させるための

法律との表題を付された，現国王陛rド

治世第二年の法律，二つの国会制定法

について説明する法律

Pickering．VoL3⑪，

［30］ 1774 14．GeQ．III，c．84．
帰化法案によって生じうる一定の不都

合を予防する法律

pp．554－555．

一　　門　　曹　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　楠　　一　　＿

Tomlins、VoL7．

pp．408－409．

グレートブリテンのなかでスコットラ Pickering．Vol．31，

ンドと呼ばれる地域において，国王陛
pp．287－289．

下の出生による臣民が，その父もしく
［31］ 1776 ］6Geo．III，c．52． は母が外国人であっても，直系であれ 一　一　　一　　一　　一　　一　　胃　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　F　　鴨

傍系であれ，その被相続人の財産を相

続することができることを宣言する法

Tomlins．VoL7．

pp．492－493．

律

［32］ 1780 20Geo．III，c．20．

陛下の戦艦に服務し，商船および他の

貿易船に乗り組む海員および船員のよ

PickeringVoL33，

pp．37－39．

甲　　一　　¶　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　一　　一　　一　　一

り良い補充のための法律
Tomlins．Vol．8．

P．11．

一定の場合を除いて，外国人が帰化す Pickering，VoL58．

［33］ 1818 58Geo．III，c．97．
ること，もしくは国籍取得者となるこ

とを，一八一九年三月二十五日まで防

pp．388－389．

1鷹　一一一一噌一一一一｝＿一＿－

Raithby．VoL7．

止するための法律 P。579．

前会期の，一定の場合を除いて，外国 Pickering．V。L59，

人が帰化すること，もしくは国籍取得
P．19．

［34］ 1819 59GeoJII，c．8． 者となることを防止するための法律 一一一一一一弾曜一r曽＿一一＿一一

Raithby．VoL7．
を，一八二〇年三月二十五日まで継続 p．654．

するための法律
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［35］ ユ820 1GeoJV．c．18．

前国ヨ三陛一ド治世第丘十八年の，一定の

場合を除いて，外国人が帰化すること，

もしくは国籍取得者となることを防止

するための法律を，…八二十二年三月

二十五日まで継続するための法律

Pickering．Vol．60．

PP．96－97

τrFr幽一一廟團一一一一蝉凹一一

Raithby．VoL8。

PP．50－51．

Pickering．VoL62，

P．42．

［36］ 1822 3Geo．IV，c，15．

前国王陛下治世第五十八年の，一定の

場合を除いて，外国人が帰化すること，

もしくは国籍取得者となることを防止

するための法律を，一八二十三年三月

二十五日まで継続するための法律

Raithby．VoL8．
P．624．

［37］ 1825 6Geo．IV，c．67．

ジェームズー世陛下治世第七年に制定

され，帰化する者，もしくは私権剥奪

からの回復をする者はすべて，まず聖

餐式を受け，さらに忠誠の宣誓および

国王至上の宣誓をおこなうべきことを

定める法律との表題を付された法律を

改正し，修正する法律

Pickering．Vol．65，

p。316．

一一門蝋一一一一一一一一一一一一　

Raithby．Vol，10．

Part．1．

p．165．

［38－1］ 1840 3＆4Vict，c．1．

ザックス・コーブルグ・ゴータのアル

バート公殿下を帰化させるための法律

案を国会に提出するための法律

Pickering．VoL80．

PP．1－2．

曹層”mp一一■■一■幽糊旧圏一凹

Raithby．Vo1ユ5，

P．319．

［38－2］ 1840 3＆4Vict，c．2．
ザックス・コーブルグ・ゴータのアル

バート公殿下の帰化のための法律

Pickering．Vol，80，

P．2．

一一　■一一一圓■圃而隔”瞬一一一
Raithby．VoL15，

pp．319－320．


